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研究要旨 
 労働者の疾病による企業の経済的損失は、3つに大別すると presenteeism、
absenteeism、医療費に分類でき、このうち欠勤・休職による損失を意味する
absenteeismは労働者の業務上の傷病によるものと、私傷病によるものの 2つ
に分けられる。  
 今回、企業の経済的損失のうち、労働者の私傷病による absenteeismにおい
て、欠勤・休職の期間(雇用保障期間)、雇用保障期間中の賃金保障、雇用保障期
間満了までに健保・企業・共済が給付する賃金保障の総額の 3点に焦点を絞り、
それぞれ企業規模と関連性があるかを検証した。その結果、3点ともに企業規模
との間には正の相関が認められ、大規模の企業ほど雇用保障期間が長く、その

間の賃金保障が手厚く支給されているということが分かった。 
 今後本研究をさらに発展させるために、ランダムに抽出された企業を対象と

した大規模研究が期待される。また、私傷病による企業の損失を多施設で比較

検討する際には、標準的なモデルの設定が必要と考えらえた。 
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A.目的 
私傷病による損失を評価するため

には、欠勤・休職する期間（以下、雇

用保障期間）の賃金保障の給付主体を

明らかにする必要がある。しかし、健

康保険法に定める「傷病手当金」を除

き、企業等が行う給付には法令上の規

定がないため各社各様であり、その実

態は必ずしも明らかになっていない。 
昨年度の研究「労働者の疾病と経済

的損失の負担構造 -疾病シナリオを
用いた分析-」では、20 項目の具体的
なシナリオを作成し、各々の「疾病に

よる経済的損失の負担構造」の分析を

行った。その際に、一般的に中小企業

に比べて大企業の方が雇用保障期間



の長さやその期間中の給与補填が手

厚いなどの特徴が存在することを述

べたが、それらの特徴に関する具体的

なデータは整理されていなかった。 
そこで、今年度は、私傷病の際の雇

用保障期間および賃金保障と、企業の

規模との間にどのような関連性があ

るかを検証した。 

 
B.方法 
平成 26 年度 7 月、PubMed、医中
誌、google scholarにて「私傷病 OR 
休業 AND 保障制度」でキーワード検
索したところ、雇用保障に関する企業

の詳細なデータを 50 件以上含むもの
はなかった。そこで、対象を一般雑誌

に広げて検索したところ、労政時報の

特集「私傷病欠勤・休職制度の最新実

態」1)を入手した。当該雑誌に掲載さ

れていた 85 社の雇用保障に関する詳
細なデータを用いて、雇用保障期間、

賃金保障についての企業規模別の統

計学的な分析を行った。 

 
C.結果 

85 社の内訳としては、従業員数
1000 人以上の大規模企業が 35 社、
300-999人の中規模企業が 28社、300
人未満の小規模企業が 22 社であった
(表 1)。 

 
①雇用保障期間について 

85 社の雇用保障期間[月]において
第 1四分位点、中央値、第 3四分位点
を求めたところ、大規模企業では 9、
18、24[ヶ月]、中規模企業では 6、9、

18[ヶ月]、小規模企業では 5、7、12[ヶ
月]であった。この結果から、企業規
模と雇用保障期間の長さの間には正

の相関があり、大規模の企業ほど雇用

保障期間が長くなることが明らかと

なった(図 1)。 

 
②賃金保障について 

85 社を法定の健保給付のみ(傷病手
当金である標準報酬日額の約 67%)給
付する企業と、それに健保・企業・共

済から付加的な給付が上乗せされて

いる企業の2グループに大別したとこ
ろ、前者は計 35社、後者は計 50社で
あった。 
法定の健保給付(傷病手当金である
標準報酬日額の約 67%)のみの企業は
35 社のうち、大規模企業 8 社、中規
模企業 11社、小規模企業 16社であっ
たのに対し、健保・企業・共済から付

加的な給付が上乗せされている企業

は合計 50社中、大規模企業 27社、中
規模企業 17社、小規模企業 6社であ
った。これを言い換えると、小規模企

業の 73%は法定の健保給付のみであ
り、企業規模が大きくなるほど、上乗

せの給付のある企業の割合が増加す

ることが分かった(図 2)。 

 
③雇用保障期間満了までに健保・企

業・共済が給付する賃金保障の総額に

ついて 
雇用保障期間満了までに健保・企

業・共済が給付する賃金保障の総額

[%・月]については、雇用保障期間[月]
に賃金保障[基準内賃金の○%]を掛け



ることで算出した。 
第 1四分位点、中央値、第 3四分位
点を求めたところ、大規模企業では

1878、1400、682[%・月]、中規模企
業では 1251、750、467[%・月]、小規
模企業では 804、568、352[%・月]で
あった。この結果から、企業規模と賃

金保障の総額の間には正の相関が認

められ、大規模の企業ほど雇用保障期

間満了までに支給される合計額が大

きいことが分かった(図 3)。 

 
D.考察 
 今回の結果から、大規模の企業ほど

雇用保障期間が長く、法定の健保給付

以外に企業や共済等からの給付が行

われていること、大企業であっても企

業の方針で大きく異なっていること

が示唆された。 
しかし、本研究の限界として、今回

使用した労政時報の特集「私傷病欠

勤・休職制度の最新実態」に掲載され

ていた 85 社はランダムに抽出された
との記載はなかったことから、結果が

日本の企業全体にあてはまるとは言

い切れない。また対象企業も 85 社と
決して大規模とは言えず、今後本研究

をさらに発展させるために、ランダム

に抽出された企業を対象とした大規

模研究が期待される。また、私傷病に

よる企業の損失を多施設で比較検討

する際には、標準的なモデルの設定が

必要と考えらえた。 

 
E.研究発表 
平成 26年度は該当なし 
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表 1: 85 社の所属業種・規模別内訳 

 

  

所属業種 
大規模(従業員数 

1000 名以上) 

中規模(従業員数 

300-999 名) 

小規模(従業員数 

300 名未満) 

水産・食品 2 0 2 

紙・パルプ 1 0 0 

化学 3 3 3 

ゴム 1 0 0 

ガラス・土石 0 0 1 

鉄鋼 0 1 0 

非鉄・金属 1 2 0 

機械 2 2 3 

電気機器 6 2 1 

輸送用機器 2 0 0 

精密機器 1 1 1 

鉱業 0 1 0 

建設 3 2 1 

商業 4 8 4 

金融・保険 1 0 0 

不動産 0 0 2 

陸運 3 0 0 

倉庫・運輸 0 1 0 

情報・通信 2 3 2 

サービス 3 2 2 

合計 35 28 22 
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図１: 企業規模と
雇用保障期間の相関
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図3: 企業規模と
賃金保障の総額の相関

※【%】とは、基準内賃金に占める割合を示す 


